
事 参 ― ２ ８ ２

令和元年１２月１３日

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則１―４５（人事・給与関係業務情報システムを使用す

る場合の人事関係手続の特例）の運用について」の一部改正につい

て（通知）

「人事院規則１―４５（人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人

事関係手続の特例）の運用について（平成１８年３月３１日職参―１１４）」の

一部を下記のとおり改正したので、令和元年１２月１６日以降は、これによって

ください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応す

る改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

１～５ （略） １～５ （略）

６ 特定の者に対する人事関係手続 ６ 特定の者に対する人事関係手続

を人事・給与関係業務情報システ を人事・給与関係業務情報システ

ムを使用して行う場合には、当該 ムを使用して行う場合には、当該



人事関係手続の当該者への到達に 人事関係手続の当該者への到達に

ついては、情報通信技術を活用し ついては、行政手続等における情

た行政の推進等に関する法律（平 報通信の技術の利用に関する法律

成１４年法律第１５１号）第６条 （平成１４年法律第１５１号）第

第３項又は第７条第３項の規定の ３条第３項又は第４条第３項の規

例に準じて取り扱うものとする。 定の例に準じて取り扱うものとす

る。

７～９ （略） ７～９ （略）

以 上


